
（５）事業専従者に関する調（５）事業専従者に関する調（５）事業専従者に関する調（５）事業専従者に関する調
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給与額
納税
者数
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納税者数

専従
者数
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（控除）額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ (①+⑤) (②+⑥) (③+⑦) (④+⑧)

7,920 3,652 4,539 8,460,638 3,926 802 995 689,251 11,846 4,454 5,534 9,149,889

11 7 11 28,047 4 2 4 2,720 15 9 15 30,767

1,726 865 980 3,388,963 276 52 70 48,860 2,002 917 1,050 3,437,823

60 37 42 96,184 8 1 1 860 68 38 43 97,044

9,7179,7179,7179,717 4,5614,5614,5614,561 5,5725,5725,5725,572 11,973,83211,973,83211,973,83211,973,832 4,2144,2144,2144,214 857857857857 1,0701,0701,0701,070 741,691741,691741,691741,691 13,93113,93113,93113,931 5,4185,4185,4185,418 6,6426,6426,6426,642 12,715,52312,715,52312,715,52312,715,523

（注）１　　この調は，当年度において課税したもの（減免により税額がなくなったものを除く。）のうち平成１８年

　　　２　　１人で２以上の業種を兼業するものについては，主たる業種欄に記載した。
３ 

４ 

（６）減免に関する調（６）減免に関する調（６）減免に関する調（６）減免に関する調 （単位：人，千円）

人　員
所得
金額

減免額

- - - （注）１ 　この調は，当年度において減免

- - - したものについて作成した。ただ

- - - し，「３２ 工場誘致条例等による

- - - 減免額に対する調」において，「

- - - 低工法等に基づく基準財政収入額

- - - の控除の対象となる減免額」欄に

- - - 記載されたものは除いてある。

- - - ２ 　「天災による者」及び「公私の

- - - 扶助を受ける者」は，法第７２条

- - - の６２の規定に基づく減免につい

- - - て記載した。

- - - ３ 　「その他」は上記３以外のもの

- - - を記載した。

- - - ４ 　「所得金額」は，減免を受けた

- - - 者に係る事業主控除前の所得金額

- - - を記載した。したがって，たとえ

- - - ば所得金額２９０万円の者が軽減

- - - 又は免除を受けた場合でも所得金

- - - 額は２９０万円として記載した。

- - - ５ 　そのほか，（１）（２）（３）

表の（注）に準じて記載した。

第３種事業
（あん摩業等）

計計計計

（単位：人，千円）

青　色　申　告 白　色　申　告 計

第
３
種
事
業

あん摩業等
以外

区　　　　　　　　　　分

そ の 他

計

天 災 に よ る 者

公 私 の 扶 助 を 受 け る 者

計

計

区　　　　　分

第１種事業

第２種事業

第３種事業（あ
ん摩業等以外）

計

あん摩業等

第１種事業

公 私 の 扶 助 を 受 け る 者

そ の 他

　この調は，当年度において課税したもの（減免により税額がなくなったものを除く。）のうち平成２３年中の所得分
について作成した。したがって，事業主控除による失格者については記載されていない。

　２以上の都道府県に分割する個人については，主たる事務所等が本県に所在するものを記載し，本県に従たる事務所
等の所在するものについては記載されていない。

　第３種事業中「あん摩業等」とは，あん摩・マッサージ又ははり・きゅう業等，税率３％の適用を受ける業種をい
う。

天 災 に よ る 者

第２種事業

天 災 に よ る 者

公 私 の 扶 助 を 受 け る 者

そ の 他

計

そ の 他

公 私 の 扶 助 を 受 け る 者

そ の 他

計

天 災 に よ る 者

公 私 の 扶 助 を 受 け る 者

天 災 に よ る 者


